
証券コード：8060

第58回 定時株主総会

招集ご通知

日 時 2026年3月26日(木曜日) 午前10時

場 所 東京都港区港南二丁目１６番6号
当社本社ビル「キヤノン S タワー」3階
「キヤノンホール S」

（末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）

議 案 第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件
第4号議案 取締役賞与支給の件

書面またはインターネットによる議決権行使期限

2026年3月25日(水) 午後5時30分まで
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株主の皆さまへ
株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申しあげます。
当社第58回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、ごあいさつを申しあげます。

当社グループは、企業理念「共生」を企業活動の根幹
に据え、「想いと技術をつなぎ、想像を超える未来を切
り拓く」というパーパスのもと、グループ社員の志を一
つにし、様々なステークホルダーとの共創・協業を進
め、社会課題の解決に取り組んでいます。

2025年までの5年間は、「2021-2025 長期経営構
想」のもと、ITソリューション事業とキヤノン製品事業
を軸としたポートフォリオ転換を加速するとともに、
M&A・出資や人材投資など積極的な成長投資を実行し、
経営基盤の強化を進めてまいりました。その最終年度で
ある当期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）
の業績は、5期連続の増収増益を達成し、営業利益、経
常利益、当期純利益については過去最高を更新しまし
た。
また、利益を伴う成長を継続した結果、年間の配当金

は1株につき170円とし、5期連続で増配、この5年間で
2.8倍にすることができました。

本 年 は、「2026-2030 長 期 経 営 構 想」 お よ び
「2026-2028 中期経営計画」を公表し、2030ビジョ
ンとして「人と技術の力で明日を切り拓く事業創造企業
グループ」を掲げました。社会やお客さまのニーズを的
確に捉え、当社グループが有する技術力を生かしお客さ
まとの共創による新たな価値を創出することで、サービ
ス型事業の拡大を中核とした利益ある成長を加速してま
いります。さらに、ITソリューション事業の一層の拡大
に向けた積極的な成長投資を強化し、2030年そしてそ
の先に向けて、さらなる飛躍を目指してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援を賜
りますよう心よりお願い申しあげます。

2026年3月

代表取締役社長

足立 正親
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2026-2030 長期経営構想・2026-2028 中期経営計画のご紹介

■キヤノングループ企業理念「共生」に基づく、当社グループの経営の考え方



売上

営業利益

ITS売上

(内)サービス･
　　アウトソーシング売上

成長投資(5年間累計)

株主還元(配当･5年間累計)

2028年計画2025年実績 2030年経営指標

6,798億円
582億円

3,434億円

1,013億円

1,726億円

718億円

7,500億円
660億円

4,000億円
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8,500億円
750億円

5,000億円

2,000億円

2,000億円

1,000億円
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今回の長期経営構想およびビジョンについては、キヤノングループの企業理念である「共生」
やパーパスに基づき、一気通貫した体系に沿って策定いたしました。
また今回長期経営構想を策定するにあたり、マテリアリティに関しても、社内外のステークホ

ルダーからの期待・要請の中から、当社グループの優先度とステークホルダーの重要度が高い項
目を抽出し、この７つに再設定をいたしました。このゆるぎない軸に沿って戦略を具体的に実行
してまいります。

■2030年 経営指標、2028年 計画

さらなる企業価値向上に向けて、持続的な成長を目指す経営指標を設定いたしました。
2030年に売上8,500億円、営業利益750億円、ROE12%を目指してまいります。中核事業で

あるITソリューション事業については売上5,000億円、その中でサービス・アウトソーシングに
ついては2,000億円を目指します。
成長投資については５年間で2,000億円を投資予定であり、配当による株主還元については

1,000億円を予定しております。また、この経営指標の達成に向けた2028年計画を設定しまし
た。



5

■事業ポートフォリオの考え方

経営指標の達成を目指す上での事業ポートフォリオの考え方がこちらです。ITソリューション
事業については、成長と収益性向上の両立を実現し、中核事業として拡大してまいります。そし
て、M&Aによる非連続な成長も実現していくという考え方です。キヤノン製品事業については、
売上を落とすことなく収益性の強化を目指します。ITソリューション事業とのクロスセルの推進
や徹底した生産性向上を進めてまいります。専門領域については、産業機器事業の拡大が中心と
なります。また、新たな事業の創出に向けた探索にも引き続き取り組んでまいります。

■サービス・アウトソーシングの拡大

※今回の長期経営構想よりITソリューション事業の区分についても一部変更をいたします。
“SIサービス” や “ITプロダクト・システム販売” に区分されていたもののうち、自社の知財を活用したソフトウェア・サービスを

組み込み、「サービス・アウトソーシング」としました。
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ITソリューション事業については、2028年に売上4,000億円を目指します。サービス型事業
を拡大することによって最も収益性の高い「サービス・アウトソーシング」を成長させることが
ポイントとなります。
このサービス・アウトソーシングについては2030年に売上構成比40%、売上2,000億円を目

指す過程として、2028年については、売上構成比35%、売上1,400億円の達成を目指してまい
ります。

■サービス型事業の拡大に向けた注力領域

サービス・アウトソーシングを拡大していくにあたり、基本戦略にあるサービス型事業の拡大
が最も重要となります。そのため、サービス型事業の拡大に向けて具体的に注力していく領域を
定めております。
大手・準大手・中堅企業向けには、映像×AIソリューションなどによる「価値創造インテグレ

ーション」、BPOとITアウトソーシングによる「ビジネスプロセスサービス」に注力してまいり
ます。中小企業向けには、まかせてIT BX/DXシリーズなどの「中小企業向けフルサポート」に
注力してまいります。
また、セキュリティ領域については顧客層を問わず、サイバー×フィジカルセキュリティやク

ラウドセキュリティサービスなどの「トータルセキュリティ」に注力してまいります。これらの
注力領域に対して、それぞれKPIを設けて戦略を実行してまいります。
注力領域を定めて、積極的に成長投資をしながらITソリューション事業全体の成長と収益性の

向上を実現してまいります。
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株 主 各 位 証券コード：8060
2026 年 3 月 3 日

東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 16 番 ６ 号

代表取締役
社 長 足 立 正 親

第58回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第58回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに電子提供措

置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、「株式情報」欄の「株主総会」よ
りご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト

canon.jp/8060-ir

電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、株式会社東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載し
ておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」
に「キヤノンマーケティングジャパン」または「コード」に「8060」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書
類／PR情報」を選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいます
ようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますの
で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年3月25日 (水曜日) 午後5時30分までに議決
権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具

canon.jp/8060-ir
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
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記

１. 日 時 2026年3月26日（木曜日）午前10時
２. 場 所 東京都港区港南二丁目16番６号

当社本社ビル「キヤノン S タワー」3階「キヤノンホール S」
（末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）

３. 会議の目的事項
報告事項 １．第58期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第58期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 取締役賞与支給の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

◎書面またはインターネット等による議決権行使の方法については、次ページをご覧ください。
◎本書は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令および当社定款第14
条の規定に基づき、次の事項を記載しておりません。したがいまして、本書は、監査報告を作成するに際し、
監査役および会計監査人が監査をした書類の一部であります。
①事業報告のうち「企業集団の現況に関する事項」の「財産および損益の状況の推移」、「主要な事業内容」

および「主要拠点」、「会社の株式に関する事項」、「会計監査人の状況」、「会社の新株予約権等に関する事
項」ならびに「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要」

②連結計算書類のうち「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
③計算書類
④連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
⑤会計監査人の会計監査報告

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネットの当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに
その旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載いたします。
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議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの重要な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決

権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使には以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

開催日時 2026年3月26日（木曜日）午前10時
開催会場 東京都港区港南二丁目16番6号

当社本社ビル「キヤノン S タワー」3階「キヤノンホール S 」
（末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

書面（郵送）で議決権をご行使される場合

行使期限 2026年3月25日（水曜日）
午後5時30分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、
ご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、
賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

インターネットで議決権をご行使される場合

行使期限 2026年3月25日（水曜日）
午後5時30分まで

議決権行使サイトで議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。

※インターネットによる議決権行使と議決権行使書の郵送による議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによるものを有効として取り扱わせてい
ただきます。

※インターネットにより複数回議決権をご行使された場合は、最後に行われたものを有効として取り扱わせていただきます。
※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。
※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主さまのご負担となります。
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議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

スマートフォンでQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC
向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権
行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権
行使をお願いいたします。
※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使ウェブサイト、スマート行使の操作方法等に
ついては、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
電話番号：0120-768-524（フリーダイヤル）
（受付時間 年末年始を除く 午前9時～午後9時）

管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます｡）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使
プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

議決権電子行使プラットフォームについて

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コー
ド」を入力

「次へ」を
クリック

「パスワード」を
入力

「ログイン」を
クリック

招集ご通知
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https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
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第1号議案 剰余金の配当の件
当期の期末配当につきましては、当期の業績等を総合的に勘案した結果、次のとおりといたしたいと存じま

す。
これにより、中間配当金70円とあわせた年間配当金は１株につき170円となります。
なお、当社は定款に取締役会決議による剰余金の配当等を可能とする規定を設けておりますが、期末配当につ

きましては、株主の皆さまのご意向を直接伺う機会を確保するため、本総会の決議事項といたしました。

1 配当財産の種類 金 銭

2 配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式1株につき 金100円
配当総額 金10,721,335,500円

3 剰余金の配当が効力を生ずる日 2026年3月27日

（注）当社は、2026年1月28日開催の取締役会において2026年4月1日を効力発生日とする株式分割について決
議しましたが、当該株式分割は2026年3月31日を基準日としております。そのため、2025年12月31日
を基準日とする本期末配当金は、株式分割前の株式数が対象となります。



女性比率

女性
2名/8名
25%

独立社外取締役比率

独立社外取締役
4名/8名
50%

株主総会参考書類
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第2号議案 取締役8名選任の件
取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願

いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号 氏名 性別 現在の当社における地位および担当 取締役会

出席状況
指名・報酬
委員会の委員

特別委員
会の委員

1 再任
あ だち まさ ちか

足 立 正 親 男性 代表取締役社長社長執行役員 92％
（12/13回） ◎

2 再任
みぞ ぐち みのる

溝 口 稔 男性
取締役専務執行役員
グループ総務・人事、グループ
法務・知的財産、グループロジ
スティクス担当

100％
（13/13回） ○

3 再任
ひる かわ はつ み

蛭 川 初 巳 男性
取締役常務執行役員
グループ企画、マーケティング
統括部門長

100％
（13/13回）

4 再任
おお さと つよし

大 里 剛 男性
取締役上席執行役員
グループ監査、グループ経理、
グループ調達担当

100％
（13/13回）

5 再任
社外
独立

おお さわ よし お

大 澤 善 雄 男性 社外取締役 100％
（13/13回） ○ ◎

6 再任
社外
独立

は せ べ とし はる

長谷部 敏治 男性 社外取締役 100％
（13/13回） ○ ○

7 再任
社外
独立

かわ もと ひろ こ

河 本 宏 子 女性 社外取締役 100％
（13/13回） ○ ○

8 再任
社外
独立

みや はら

宮原 さつき 女性 社外取締役 100％
（10/10回） ○

（注）1.宮原さつき氏の取締役会出席状況は、2025年3月27日開催の第57回定時株主総会において取締役に選任された後に開催され
た取締役会のみを対象としております。

2.「指名・報酬委員会」および「特別委員会」の委員は、取締役候補者のうち、現在、同委員を務める者を記載しており、◎は
議長、○は委員を示しております。

＜ご参考＞選任後の取締役会構成
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＜ご参考＞取締役候補者のスキル・マトリックス

氏名

足立 正親 溝口 稔 蛭川 初巳 大里 剛 大澤 善雄 長谷部 敏治 河本 宏子 宮原 さつき

現在の当社における
地位

代表取締役
社長

社長執行役員

取締役
専務執行役員

取締役
常務執行役員

取締役
上席執行役員

取締役 取締役 取締役 取締役

社外 独立 社外 独立 社外 独立 社外 独立

企業経営 ● ● ● ● ● ● ●

営業・マーケティング ● ● ● ● ●

財務・会計 ● ●

人事 ● ● ●

法務・リスクマネジメント ● ● ● ●

ITソリューション・DX ● ● ●

スキル・マトリックスの項目選定理由
項目 項目選定理由

企業経営
持続的な成長を通じて企業価値の向上を実現すると共に、サステナブルな社会づくりへの貢献に寄与す
るためには、サステナビリティ推進に関するスキル・知見、および企業経営ならびに長期経営構想・中
期経営計画の策定・遂行に関する経験・知見を持つ取締役会メンバーが必要であるため。

営業・マーケティング
急速に変化する社会の中、お客さまのニーズに迅速に対応し、付加価値の高い製品・ソリューションを
提供していくことが、社会・お客さまの課題解決と、価値創造につながる。その実現のためには、営業
戦略策定やマーケットトレンド把握に関する経験・知見を持つ取締役会メンバーが必要であるため。

財務・会計
資金の効率的な運用を通じて企業価値の向上を実現するためには、正確な財務報告や強固な財務基盤の
構築を実現し、さらなる成長に向けた投資と株主還元をバランス良く判断できる経験・知見を持つ取締
役会メンバーが必要であるため。

人事
企業価値の向上を実現するためには、従業員のスキル及びエンゲージメント向上による人的資本の最大
化が重要である。その実現のためには、人材育成の経験・知見に加え、多様な人材のマネジメント能力
を持つ取締役会メンバーが必要であるため。

法務・リスクマネジメント
事業の安定的な運営を通じて企業価値の向上を実現するためには、関連法規に関する深い知識や、適切
なガバナンス体制の構築を実現できる経験・知見に加え、リスクマネジメント能力を持つ取締役会メン
バーが必要であるため。

ITソリューション・DX 「人と技術の力で明日を切り拓く事業創造企業グループ」の実現のために、ITソリューション・デジタ
ル技術分野での経験・知見を持つ取締役会メンバーが必要であるため。
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候補者
番号

1

あ だち まさ ちか

足 立 正 親
（1960年3月30日生）

■ 所有する当社の株式の数
34,556株

略歴、地位および担当

1982年４月 当社入社
2013年３月 当社上席執行役員
2015年３月 当社取締役常務執行役員
2015年４月 当社ビジネスソリューションカンパニープレジデント
2018年１月 当社エンタープライズビジネスユニット長
2019年４月 当社取締役専務執行役員
2021年３月 当社代表取締役社長社長執行役員（現在）

取締役候補者とした理由

足立正親氏は、長年にわたり事業部門を牽引し、また代表取締役社長として経営の指
揮を執り、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見とともに卓越した見識を
有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番号

2

みぞ ぐち みのる

溝 口 稔
（1960年5月21日生）

■ 所有する当社の株式の数
12,744株

略歴、地位および担当

1984年４月 当社入社
2015年４月 当社総務・人事本部長
2018年３月 当社上席執行役員
2019年４月 当社グループ総務・人事担当（現在）
2020年１月 当社グループロジスティクス担当（現在）
2021年３月 当社取締役（現在）
2022年３月 当社常務執行役員

当社グループ法務・知的財産担当（現在）
2024年３月 当社専務執行役員（現在）

取締役候補者とした理由

溝口稔氏は、長年にわたり総務・人事部門を指揮し、また取締役および執行役員を務
め、豊富な経験と当社の経営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候
補者といたしました。
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候補者
番号

3

ひる かわ はつ み

蛭 川 初 巳
（1965年1月8日生）

■ 所有する当社の株式の数
10,336株

略歴、地位および担当

1987年４月 当社入社
2015年１月 当社ビジネスソリューションカンパニーエリア販売事

業部エリア事業推進本部長
2016年７月 当社総合企画本部長
2019年４月 当社上席執行役員
2020年１月 当社グループ企画担当（現在）

当社グループサービス＆サポート担当
2020年３月 当社取締役（現在）
2020年３月 当社グループコミュニケーション担当
2022年１月 当社マーケティング統括部門長（現在）
2024年３月 当社常務執行役員（現在）

取締役候補者とした理由

蛭川初巳氏は、長年にわたり事業部門や企画部門を指揮し、また取締役および執行役
員を務め、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、
引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番号

4

おお さと つよし

大 里 剛
（1964年8月24日生）

■ 所有する当社の株式の数
9,864株

略歴、地位および担当

1988年４月 当社入社
2014年４月 キヤノンITソリューションズ㈱管理本部長
2018年７月 当社調達本部長
2021年３月 当社上席執行役員（現在）

当社経理本部長（現在）
当社グループ経理担当（現在）
当社グループ監査担当（現在）

2022年３月 当社取締役（現在）
当社グループ調達担当（現在）

取締役候補者とした理由

大里剛氏は、長年にわたり経理部門を指揮し、また取締役および執行役員を務め、豊
富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締
役候補者といたしました。
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候補者
番号

5

おお さわ よし お

大 澤 善 雄
（1952年1月22日生）

■ 所有する当社の株式の数
0株

社外 独立

略歴、地位および担当

1975年４月 住友商事㈱入社
2003年６月 住商情報システム㈱（現SCSK㈱）取締役兼務
2005年４月 住友商事㈱執行役員
2008年４月 同社常務執行役員
2008年６月 同社代表取締役常務執行役員
2011年４月 同社代表取締役専務執行役員
2013年４月 同社代表取締役社長付

SCSK㈱顧問
2013年６月 SCSK㈱代表取締役社長兼COO
2016年４月 同社取締役会長
2018年３月 当社社外取締役（現在）
2019年６月 シチズン時計㈱社外取締役（現在）
2024年６月 ㈱富士通ゼネラル（現㈱ゼネラル）社外取締役（現在）

重要な兼職の状況

シチズン時計㈱社外取締役
㈱ゼネラル社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

大澤善雄氏は、長年にわたり総合商社ならびにITサービス企業の経営者として要職を
歴任されていることから、企業経営に関わる豊富な経験と卓越した見識を活かした監
督および提言を期待するとともに、社外取締役としての職務を適切に遂行できるもの
と判断したため、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、本総会
終結の時をもって当社の社外取締役に就任してから８年になります。

候補者
番号

6

は せ べ とし はる

長谷部 敏治
（1956年2月27日生）

■ 所有する当社の株式の数
0株

社外 独立

略歴、地位および担当

1979年４月 日本電信電話公社 入社
2009年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱（現NTT

ドコモビジネス㈱）取締役
2012年６月 同社常務取締役
2014年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・アド（現㈱NTTアド）代表取締役社長

エヌ・ティ・ティ出版㈱（現NTT出版㈱）代表取締役社長
2015年６月 日本コンピュータ・アーツ㈱代表取締役社長
2020年４月 ㈱DX Catalyst代表取締役社長
2022年３月 当社社外取締役（現在）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

長谷部敏治氏は、長年にわたり通信会社ならびに広告会社の経営者として要職を歴任
されていることから、企業経営に関わる豊富な経験と卓越した見識を活かした監督お
よび提言を期待するとともに、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判
断したため、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、本総会終結
の時をもって当社の社外取締役に就任してから４年になります。
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候補者
番号

7

かわ もと ひろ こ

河 本 宏 子
（1957年2月13日生）

■ 所有する当社の株式の数
738株

社外 独立

略歴、地位および担当

1979年７月 全日本空輸㈱入社
2013年４月 同社取締役執行役員オペレーション部門副統括、

客室センター長
2014年４月 同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、

オペレーション部門副統括、客室センター長
2016年４月 同社取締役専務執行役員グループ女性活躍推進担当、

東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
2016年６月 三井住友信託銀行㈱社外取締役
2017年４月 ㈱ANA総合研究所代表取締役副社長
2017年６月 ㈱ルネサンス社外取締役
2017年６月 三井住友トラスト・ホールディングス㈱（現三井住友

トラストグループ㈱）社外取締役（現在）
2020年４月 ㈱ANA総合研究所取締役会長
2020年６月 東日本旅客鉄道㈱社外取締役（現在）
2021年４月 ㈱ANA総合研究所顧問
2023年３月 当社社外取締役（現在）

重要な兼職の状況

三井住友トラストグループ㈱社外取締役
東日本旅客鉄道㈱社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

河本宏子氏は、長年にわたり航空会社においてサービス品質向上や女性活躍推進担当
として要職を歴任されていることから、企業経営、サービス業、さらにはダイバーシ
ティの視点からも豊富な経験と卓越した見識を活かした監督および提言を期待すると
ともに、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き
社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、本総会終結の時をもって当社の社
外取締役に就任してから３年になります。
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候補者
番号

8

みや はら

宮原 さつき
（1966年5月8日生）

■ 所有する当社の株式の数
167株

社外 独立

略歴、地位および担当

1990年10月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
1994年３月 公認会計士登録（現在）
2006年５月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
2016年３月 KPMGジャパン ダイバーシティ推進リーダー
2019年７月 日本公認会計士協会常務理事
2019年８月 アジア太平洋会計士連盟ボード・メンバー
2024年８月 宮原さつき公認会計士事務所所長（現在）
2024年11月 ブックオフグループホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現在）
2025年３月 当社社外取締役（現在）
重要な兼職の状況

宮原さつき公認会計士事務所所長
ブックオフグループホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割

宮原さつき氏は、長年にわたり監査法人において公認会計士として要職を歴任されて
おり、また、大手国際会計ファームにおいてDEI（Diversity, Equity & Inclusion）
の推進に取り組まれてきたことから、企業会計、女性活躍、ダイバーシティに関わる
豊富かつグローバルな経験と卓越した見識を活かした監督および提言を期待するとと
もに、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き社
外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、本総会終結の時をもって当社の社外
取締役に就任してから１年になります。

（注）1. 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
2. 宮原さつき氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記「社外取締役候補者

とした理由および期待される役割」の記載に加え、パートナーとして監査法人に従事し、また、あらゆる業界の監査を通じて
企業経営に関する知識があることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

3. 当社は、大澤善雄氏、長谷部敏治氏、河本宏子氏および宮原さつき氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て同取引所に届け出ており、各氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

4. 大澤善雄氏は、当社の取引先である住友商事株式会社およびSCSK株式会社の出身者であります。住友商事株式会社と当社との
間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社および当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。ま
た、SCSK株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社および当社それぞれの連結売上高の１％
に満たない額であります。これらのことから同氏は、当社が定める独立社外役員の独立性判断基準を満たしております。

5. 長谷部敏治氏は、当社の取引先であるNTTドコモビジネス株式会社およびNTT出版株式会社の出身者であります。NTTドコモ
ビジネス株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社および当社それぞれの連結売上高の１％
に満たない額であります。また、NTT出版株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社および
当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。これらのことから同氏は、当社が定める独立社外役員の独立性判
断基準を満たしております。

6. 河本宏子氏は、当社の取引先である全日本空輸株式会社および株式会社ANA総合研究所の出身者であります。全日本空輸株式
会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社および当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額
であります。また、株式会社ANA総合研究所と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社および当社そ
れぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。これらのことから同氏は、当社が定める独立社外役員の独立性判断基準
を満たしております。

7. 宮原さつき氏は、当社の取引先である有限責任あずさ監査法人の出身者であります。同監査法人と当社との間には事業取引が
ありますが、その年間取引額は、同監査法人および当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。これらのこと
から同氏は、当社が定める独立社外役員の独立性判断基準を満たしております。

8. 当社は、大澤善雄氏、長谷部敏治氏、河本宏子氏および宮原さつき氏との間で、会社法第423条第１項の責任について法令が
規定する額を限度とする旨の責任限定契約を締結しており、各氏の選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であり
ます。

9. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がそ
の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補され
ます。なお、各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定
であります。
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第3号議案 監査役3名選任の件
本総会終結の時をもって監査役橋本巌氏は辞任され、濱田史朗氏および長谷川茂男氏は任期満了となります。

つきましては、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

1

ばん のう まさ ひこ

伴 能 正 彦
（1969年3月1日生）

■ 所有する当社の株式の数
137株

新任

略歴および地位

1993年４月 当社入社
2016年１月 当社経理本部経理部長
2023年１月 キヤノンシステムアンドサポート㈱管理本部長
2024年１月 同社企画本部担当本部長
2026年１月 当社経理本部上席（現在）

監査役候補者とした理由

伴能正彦氏は、長年にわたり経理部門を指揮し、その豊富な経験と専門的見識を有し
ていることから、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、新た
に監査役候補者といたしました。

候補者
番号

2

あら い えい いち

荒 井 英 一
（1967年1月11日生）

■ 所有する当社の株式の数
０株

新任 社外 独立

略歴および地位

1989年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社
2013年４月 ㈱ジャパン保険サービス（現損保ジャパンパートナー

ズ㈱）常務執行役員関東本部長兼信越本部長兼北陸本
部長

2014年４月 同社取締役常務執行役員UD推進本部長
2016年４月 損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）

大阪北支店長
2018年４月 同社執行役員東北本部長
2020年４月 同社常務執行役員関東本部長兼甲信越本部長兼北陸本部長
2025年４月 同社専務執行役員（関西・北陸エリア本部長）（現在）

社外監査役候補者とした理由

荒井英一氏は、長年にわたり保険会社において営業部門の責任者としての要職を歴任
されていることから、企業経営、事業運営に関わる豊富な経験と卓越した見識を活か
した監査を期待するとともに、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判
断したため、新たに社外監査役候補者といたしました。
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候補者
番号

3

し むら

志村 さやか
（1962年1月29日生）

■ 所有する当社の株式の数
０株

新任 社外 独立

略歴および地位

1985年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1989年４月 公認会計士登録（現在）
2000年５月 EY新日本有限責任監査法人パートナー
2006年５月 同監査法人シニアパートナー
2011年８月 同監査法人評議員
2016年７月 日本公認会計士協会常務理事
2024年７月 志村公認会計士事務所所長（現在）

重要な兼職の状況

志村公認会計士事務所所長

社外監査役候補者とした理由

志村さやか氏は、長年にわたり監査法人や日本公認会計士協会において公認会計士と
して要職を歴任されていることから、企業会計、リスク管理に関わる豊富な経験と卓
越した見識を活かした監査を期待するとともに、社外監査役としての職務を適切に遂
行できるものと判断したため、新たに社外監査役候補者といたしました。

（注）1. 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
2. 志村さやか氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記「社外監査役候補者とした理由」の記載に加え、パー

トナーとして監査法人に従事し、また、数多くの業界の監査を通じて企業経営に関する知識があることから、社外監査役とし
ての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

3. 当社は、荒井英一氏および志村さやか氏の選任が承認された場合、各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
する予定であります。

4. 荒井英一氏は、当社の取引先である損害保険ジャパン株式会社および損保ジャパンパートナーズ株式会社の出身者であります。
損害保険ジャパン株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社および当社それぞれの連結売上
高の１％に満たない額であります。また、損保ジャパンパートナーズ株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その
年間取引額は、同社および当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。これらのことから同氏は、当社が定め
る独立社外役員の独立性判断基準を満たしております。

5. 志村さやか氏は、当社の取引先であるEY新日本有限責任監査法人の出身者であります。同監査法人と当社との間には事業取引
がありますが、その年間取引額は、同監査法人および当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。これらのこ
とから同氏は、当社が定める独立社外役員の独立性判断基準を満たしております。

6. 当社は、伴能正彦氏、荒井英一氏および志村さやか氏の選任が承認された場合は、各氏との間において、会社法第423条第1
項の責任について、法令が規定する額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

7. 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である監査役がそ
の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補され
ます。なお、各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定
であります。
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＜ご参考＞取締役会・監査役会の体制等について
取締役会の体制
全社的な事業戦略および執行を統括する代表取締役と、各事業領域または各本社機能を統括す

る業務執行取締役を中心としつつ、経営の健全性を担保するため、独立社外取締役を複数名加え
た体制とします。取締役会は、法令に従い、重要な意思決定と執行状況の監督を行います。

監査役会の体制
取締役会から独立した独任制の執行監査機関として、当社の事業または企業経営に精通した者

や会計等の専門分野に精通した者を監査役にするとともに、社外監査役のうち２名以上は、取締
役会が別途定める独立性判断基準を満たした者とします。これら監査役から構成される監査役会
は、当社の会計監査人および内部監査部門と連携して職務の執行状況や会社財産の状況等を監査
し、経営の健全性を確保します。

取締役・監査役候補者の指名にあたっての方針と手続
1. 方針
取締役・監査役の候補者は、性別、国籍、年齢等、個人の属性にかかわらず、その職務を公正

かつ的確に遂行することができると認められ、かつ高い識見を有する者であって、次の要件を満
たす者から選出することを原則とします。

＜取締役＞
当社の企業理念、行動規範を真に理解しているとともに、執行役員の経験等を通じて当社の事

業・業務に広く精通し、複数の事業や本社機能を俯瞰した実効的な判断ができること。

＜独立社外取締役＞
取締役会が別途定める独立性判断基準を満たすほか、企業経営、リスク管理、法律、経済等の

分野で高い専門性および豊富な経験を有すること。

＜監査役＞
企業経営、財務・会計、内部統制等の分野で高い専門性および豊富な経験を有すること。社外

監査役のうち２名以上は、取締役会が別途定める独立性判断基準を満たすこと。

2. 手続
当社は、代表取締役社長、取締役１名、および独立社外取締役３名の計５名から成る任意の

「指名・報酬委員会」を設けております。
取締役・監査役の候補者の指名（代表取締役社長の後継者およびその候補者を含む）について

は、所定の要件を満たすと認められる者の中から代表取締役社長が候補を推薦し、その推薦の公
正・妥当性を当該委員会にて確認のうえ、取締役会に議案として提出、審議しております。
また、監査役候補者については、取締役会の審議に先立ち、監査役会において審議し、その同

意を得るものとしております。
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キヤノンマーケティングジャパン株式会社「独立社外役員の独立性判断基準」
当社は、金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード（原則4-9）および独立性

基準を踏まえ、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかに
することを目的として、全監査役の同意のもと、当社取締役会の承認により、「独立社外役員の
独立性判断基準」を制定しております。

独立社外役員の独立性判断基準
当社は、社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号

のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」（当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生
じるおそれのない者）と判断する。
1. 当社グループ（当社およびその子会社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者もしくは当社グ

ループの主要な取引先またはそれらの業務執行者
2. 当社の大株主またはその業務執行者
3. 当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
4. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家

または法律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。）
5. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士（当社の直前3事業年度のいずれ

かにおいてそうであった者を含む。）
6. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
7. 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパー

トナー等、重要な地位にあるものの近親者（配偶者および二親等以内の親族）
（注）
＊1号の「主要な」とは、当社グループと当該取引先との間の取引金額（直前3事業年度のいずれか）が、当該取引先または当
社の連結売上高の1％を超える場合をいう。

＊2号の「大株主」とは、当社の議決権の5％以上を保有する株主をいう。
＊3号の「多額」とは、当社の直前3事業年度のいずれかにおいて、寄付受給額が（イ）年1,200万円超（個人の場合）または
（ロ）当該寄付先の年間総収入の1%超（団体の場合）に該当する場合をいう。
＊1号から3号までおよび6号の「業務執行者」とは、業務執行を担当する取締役・理事、執行役、執行役員、支配人その他の
使用人（1号から3号にあっては直前3事業年度中にその職にあった者を含む。）をいう。

＊4号の「多額」とは、当社の直前3事業年度のいずれかにおいて、当該コンサルタント等の収受財産の額が（イ）年1,200万
円超（個人の場合）または（ロ）当該コンサルタント等の売上高の1％超（団体の場合）に該当する場合をいう。

以 上
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第4号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役４名に対し、当期の功労に報いるため、当期の業績等を勘案して、取締

役賞与総額59,450,000円を支給することといたしたいと存じます。なお、当社は、2022年３月29日開催の取
締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を定めており、その概要は事業報告に記載の
とおりでありますが、本議案は、当該方針に沿うものであることから、相当なものであると判断しております。

以 上



コンスーマ
　売上高 1,447億96百万円

プロフェッショナル
売上高 488億26百万円

エリア
売上高 2,402億51百万円

エンタープライズ
　売上高 2,657億59百万円

　 その他 ※
　売上高 △198億34百万円

7%
21%

38%

34%

構成比率は各セグメント別売上高の単純合計額をもとに算
出しています。
※「その他」は、シェアードサービス事業およびセグメント
間取引消去で構成されています。

事業報告（2025年1月1日から2025年12月31日まで） （注）本事業報告中に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果
事業の全般的状況
当期におけるわが国の経済は、緩やかな回復が続きました。個人消費は、物価上昇等の影響で

消費者マインドに弱さが見られたものの、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな増加基調が続
きました。企業の設備投資は、製造業を中心に更新投資や能力増強投資、人手不足に対応するた
めの省力化投資等を背景に、好調に推移しました。特にIT投資については、製造業や金融業を中
心に幅広い業種で投資意欲が高い状態にあり、好調に推移しました。
このような経済環境のもと、ITソリューションのうち保守・運用サービス／アウトソーシング

やITプロダクト・システム販売が順調に推移したこと等により、当社グループの売上高は6,797
億99百万円（前期比4.0％増）となりました。
利益については、売上増加に伴う売上総利益の増加により、営業利益は581億88百万円（前

期比9.5％増）、経常利益は598億39百万円（前期比10.0％増）となりました。親会社株主に帰
属する当期純利益は、前期に計上したエーアンドエー株式会社の株式譲渡に伴う特別利益の剥落
があったものの、売上増加に伴う利益の増加や政策保有株式の売却に伴う投資有価証券売却益を
計上したことにより、414億58百万円（前期比5.5％増）となりました。
各報告セグメントの業績は以下のとおりです。増減に関する記載は、前期との比較に基づいて

います。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、当期の比較・分析は、変

更後の区分に基づいております。

セグメント別連結売上高構成比



ミラーレスカメラ「EOS R6 Mark III」 インクジェットプリンター「PIXUS XK140」

事業報告
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事業のセグメント別状況

コンスーマ
売上高 1,447億96百万円

営業利益 130億21百万円

レンズ交換式デジタルカメラについては、前期のインバウンド需要の反動やエントリークラス
で販売を終了した機種があったこと等により、売上は減少しました。
インクジェットプリンターについては、市場の縮小により、売上は減少しました。インクカー

トリッジについては、プリントボリュームの減少等により、売上は減少しました。
ITプロダクトについては、Windows 10の延長サポート終了に伴う高性能PCの販売やPC周

辺機器の販売が好調に推移したこと等により、売上は大幅に増加しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は1,447億96百万円（前期比0.1％増）となりました。
セグメント利益については、売上総利益率の悪化に伴う売上総利益の減少により、130億21百
万円（前期比5.4％減）となりました。



株式会社プリマジェストA3カラーレーザービームプリンター「LBP811C」

事業報告
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事業のセグメント別状況

エンタープライズ
売上高 2,657億59百万円

営業利益 210億86百万円

主要キヤノン製品については、オフィスにおけるペーパーレス化の影響が続いていること等
により、レーザープリンターの台数およびオフィスMFPの保守サービスの売上は減少し、レー
ザープリンターカートリッジの売上は微減となりました。市場は縮小しているものの、オフィ
スMFPについては、複数の大型案件があり、台数は大幅に増加しました。
ITソリューションについては、文教や金融業向けPCの大型案件があったことに加え、株式会

社プリマジェストの連結子会社化の影響や同社の着実な成長により、売上は増加しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は2,657億59百万円（前期比6.3％増）となりました。
セグメント利益については、売上増加に伴う売上総利益の増加により、210億86百万円（前期
比8.7％増）となりました。



オフィス向け複合機 「imageFORCEシリーズ」 個人向け総合セキュリティソフト 「ESET HOME セキュリティ プレミアム」
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事業のセグメント別状況

エリア
売上高 2,402億51百万円

営業利益 223億24百万円

主要キヤノン製品については、オフィスにおけるペーパーレス化の影響が続いていること等に
より、レーザープリンターの台数やオフィスMFPの保守サービスの売上、レーザープリンター
カートリッジの売上は減少しました。市場は縮小しているものの、オフィスMFPについては、
使用期間が長期化しているお客さまの機器の入替やお客さまの業務効率向上に向けた提案活動を
積極的に進めたことにより、台数は増加しました。
ITソリューションについては、Windows 10の延長サポート終了に伴うビジネスPCの入替が

進んだことに加え、ビジネスPCと合わせて提案したランサムウェア対策ソフト、ウイルス対策
ソフト「ESET」等のセキュリティや中小企業のサステナブル経営・DX推進をトータルで支援す
る「まかせてIT」の契約件数が増加したことにより、売上は大幅に増加しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は2,402億51百万円（前期比3.9％増）となりました。
セグメント利益については、売上増加に伴う売上総利益の増加により、223億24百万円（前期
比21.8％増）となりました。



アッシング・エッチング装置MAS-8220AT varioPRINT iX3200　高速枚葉インクジェット印刷機
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事業のセグメント別状況

プロフェッショナル
売上高 488億26百万円

営業利益 55億45百万円

（プロダクションプリンティング）
プロダクションプリンティング事業では、主に印刷業向けに、高速連帳プリンターおよび高

速枚葉（カット紙）プリンター、流通・小売業向けに、POP制作に関連するソリューション等
を提供しております。
当事業については、前期に高速連帳プリンター案件が複数あり、その剥落により、売上は減

少しました。

（産業機器）
産業機器事業では、主に半導体メーカーおよびその他電子デバイスメーカー向けに、半導体

製造関連装置および検査計測装置等を提供しております。
当事業については、検査計測装置の販売が増加したこと等により、売上は大幅に増加しまし

た。

（ヘルスケア）
ヘルスケア事業では、主に病院・診療所・調剤薬局・健診施設向けに、医療情報システムの

構築、導入、サポート等を提供しております。
当事業については、病院向けの大型案件の獲得等により、売上は大幅に増加しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は488億26百万円（前期比8.9％増）となりました。セ
グメント利益については、売上増加に伴う売上総利益の増加により、55億45百万円（前期比
21.9％増）となりました。
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（2）設備投資の状況
当社グループにおいて当期中に実施した設備投資の総額は97億15百万円であり、主なものは

レンタル資産、工具、器具及び備品のほか、西東京データセンターの建物附帯設備に係る設備投
資であります。

（3）対処すべき課題
わが国の経済は、米国の通商政策の影響や国内の物価上昇等が景気を下押しするリスクがある

ものの、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果もあり、緩やかな回復が続くことが期待されま
す。
このような経済環境のもと、当社グループは、引き続きキヤノン製品事業の更なる収益性の強

化を図るとともに、成長事業と位置づけるITソリューション事業の収益性向上を伴った売上拡大
を図っていくことが課題と捉えております。
また、当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、「2026-2030 長

期経営構想」を策定しており、その基本戦略に基づき、2030ビジョン「人と技術の力で明日を
切り拓く事業創造企業グループ」の実現および経営指標の達成に向けた実行計画として
「2026-2028 中期経営計画」を策定しております。当社グループは、これらの推進を通じて業
容の拡大と業績の向上に努めてまいります。

（2030ビジョン）
人と技術の力で明日を切り拓く事業創造企業グループ

（基本戦略）
１．事業を通じた社会課題解決による、持続的な企業価値の向上

２．サービス型事業の成長を中核とした高収益企業グループの実現
・強固な顧客基盤のさらなる発展と深耕
・ICTを軸としたサービス型事業の拡大
・ITソリューションとキヤノン製品事業の掛け合わせによる新しい価値の提供
・投資機能強化による新たな柱となる事業の確立、コア事業の強化

３．経営資本強化による、好循環の創出
・事業ポートフォリオに即した高度人材の獲得・定着
・会社と従業員が共に成長するエンゲージメントの向上
・ビジネスプロセスの変革とIT基盤強化による生産性向上
・戦略的キャッシュアロケーションによる成長戦略の推進
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（4）従業員の状況
連 結

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

18,425名 30名増

セ グ メ ン ト 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

コ ン ス ー マ 533名 13名減

エ ン タ ー プ ラ イ ズ 8,101名 2,507名増

エ リ ア 5,148名 141名減

プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 903名 26名増

そ の 他 3,740名 2,349名減

（5）重要な親会社および子会社の状況
親会社との関係

親会社名 所在地 事業内容 議決権数（個）
（議決権比率） 関係内容

キヤノン
株式会社

東京都
大田区

プリンティング、メディカル、
イメージング、インダストリ
アル等の分野における開発、
製造、販売およびサービス

557,086
（52.1％）

当社は親会社の製造する製品の日本市場に
おける販売、サービス、マーケティングを
統括しております。

親会社との間の重要な財務および事業の方針に関する契約等の内容の概要
当社は親会社(その関係会社を含む)が製造し、親会社がキヤノンブランドを付して販売するすべての製品(半導

体露光装置・液晶基板露光装置・医療機器を除く。以下「対象製品」)を日本国内において独占的に販売する契
約を親会社との間で締結しております。
また、親会社から当社への経営の関与につきましては、一株主としての議決権行使等に限られていることに加

え、兼務をする役員も存在しないことから、極めて限定的であります。
当社の経営陣の指名や報酬等の決定に際しては、任意の「指名・報酬委員会」で審議を行っておりますが、委

員の過半数は当社が独自に選任している独立社外取締役となっており、透明性と公正性を客観的に確保できる体
制としております。



事業報告

31

親会社等との間の取引に関する事項
当社は、親会社より対象製品の仕入を行っておりますが、その取引条件は市場価格を勘案して当社希望価格を

提示し、価格交渉のうえ決定しております。また、当社は、親会社に対してオフィス機器・消耗品等の販売を行
っておりますが、その取引条件は市場価格、当社の原価等を勘案し、価格交渉のうえ決定しております。
さらに、当社は、親会社に対して資金の貸付を行っておりましたが、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合

理的に決定しております。なお、当期末日までに親会社への貸付は解消しております。
当社は、少数株主の利益保護の観点から審議・検討が必要と判断される親会社との間の重要な取引等につい

て、取締役会または取締役会議長の諮問に基づき、独立社外取締役により構成される「特別委員会」にて審議
し、取締役会に対して答申を行うこと等により、当社の利益が損なわれることのないよう適切・公正に実施して
おります。
これらのことから、当社取締役会は、当社独自の経営判断で事業活動、経営上の決定が行われており、親会社

からの一定の独立性が確保されているものと考え、親会社との間の取引に際し、当社の利益が害されていないと
判断しております。

子会社の状況

会 社 名 資本金
（百万円）

当社の議決権
比率（％） 主要な事業内容

キヤノンITソリューションズ株式会社 3,617 100.0 SIおよびコンサルティング、ITサービス、
各種ソフトウエアの開発・販売

キヤノンシステムアンドサポート株式会社 4,561 100.0
キヤノン製品および関連ソリューションに
よるコンサルティング、IT環境構築と運
用・保守サービスの提供

キヤノンプロダクション
プリンティングシステムズ株式会社 2,744 100.0

プロダクション印刷機器および消耗品の販
売・保守サービスの提供、ワークフローシ
ステム等の開発・提供、印刷サービスの提
供等

株式会社プリマジェスト 100 100.0
高速スキャナー、先進IT、BPO等を活用し
た顧客業務の全自動化・プロセス最適化・
DX化の支援

企業結合等の状況
当期の連結子会社は16社であります。

2. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、利益配分に関して、連結配当性向40％以上を目途に、中期的な利益見通し・投資計画に加え、そこか

ら生み出されるキャッシュ・フロー等を総合的に勘案し、配当を実施することを基本方針としております。
当期の配当につきましては、期末配当金を１株当たり100円とし、中間配当金（１株当たり70円）とあわせ、

１株当たり170円（連結配当性向44.6％）とさせていただくことを予定しております。
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3. 会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役

地 位 氏 名 担当または重要な兼職の状況
代表取締役社長社長執行役員 足 立 正 親

取 締 役 専 務 執 行 役 員 溝 口 稔 グループ総務・人事、グループ法務・知的財産、グループロ
ジスティクス担当

取 締 役 常 務 執 行 役 員 蛭 川 初 巳 グループ企画、グループコミュニケーション担当、マーケテ
ィング統括部門長

取 締 役 上 席 執 行 役 員 大 里 剛 グループ監査、グループ経理、グループ調達担当

取 締 役 大 澤 善 雄 シチズン時計株式会社 社外取締役
株式会社富士通ゼネラル（現株式会社ゼネラル）社外取締役

取 締 役 長谷部 敏 治

取 締 役 河 本 宏 子 三井住友トラストグループ株式会社 社外取締役
東日本旅客鉄道株式会社 社外取締役

取 締 役 宮 原 さつき
宮原さつき公認会計士事務所 所長
ブックオフグループホールディングス株式会社 社外取締役
（監査等委員）

常 勤 監 査 役 濱 田 史 朗
常 勤 監 査 役 橋 本 圭 弘
常 勤 監 査 役 橋 本 巌
常 勤 監 査 役 鈴 木 清 純
監 査 役 長谷川 茂 男

（注）1. 取締役 宮原さつき氏は、2025年３月27日開催の第57回定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。
2. 取締役 大澤善雄、長谷部敏治、河本宏子および宮原さつきの各氏は、社外取締役であります。
3. 取締役 大澤善雄、河本宏子および宮原さつきの各氏が兼職している他の法人等と当社の間には特別の関係はありません。
4. 監査役 橋本巌、鈴木清純および長谷川茂男の各氏は、社外監査役であります。
5. 取締役 大澤善雄、長谷部敏治、河本宏子および宮原さつきの各氏ならびに監査役 橋本巌および長谷川茂男の各氏につきまし

ては、当社が株式を上場している株式会社東京証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員として届け出ております。
6. 監査役 濱田史朗氏は、当社において長年経理業務を担当した経歴があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するも

のであります。
7. 監査役 長谷川茂男氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
8. 当社は、社外取締役および監査役との間で、当社定款の定めに基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

をそれぞれ締結しており、同法第425条第１項に定める額を責任の限度としております。
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（2）当期に係る取締役および監査役の報酬等
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、報酬決定プロセスの透明性・客観性、報酬制度の妥当性の確保を目的として、代表取締役社長、取締

役１名および独立社外取締役３名の計５名からなる任意の「指名・報酬委員会」を設けております。当該委員会
は、取締役、上席執行役員以上の執行役員について、基本報酬・賞与の算定基準、株式報酬型ストックオプショ
ンの付与基準を含む報酬制度の妥当性を検証したうえで、取締役会に対し、当該制度が妥当である旨の答申を行
い、当社は、2022年３月29日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議い
たしました。

取締役および監査役の報酬等の内容に係る決定方針に係る事項
①報酬の基本方針

当社は、当社グループの健全かつ持続的な成長に向け役員が能力をいかんなく発揮しその役割・責務を十
分に果たすことを効果的に促す仕組みとして役員報酬制度が機能するよう、その設計に努めております。ま
た、役員報酬の財産的価値は、当社の期待に十分に応えることができる優秀な人材の確保・維持を考慮しつ
つ、適切な水準となることを基本としております。

②各報酬制度の内容
a.代表取締役・業務執行取締役

代表取締役および業務執行取締役の報酬は、次の「基本報酬」、「賞与」、および「株式報酬型ストック
オプション」によって構成されております。

＜基本報酬＞
これら取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬です。当該取締役の役位と役割貢

献度に応じた所定の額となります。その総額は、株主総会の承認を得た額以内とします（ただし、社外
取締役を含むすべての取締役の基本報酬の総額。）。

＜賞与＞
これら取締役の任期１年間の成果に報いる趣旨で事業年度毎に１回支給する金銭報酬で、グループ全

体の年間の営業活動の成果である「連結税金等調整前当期純利益」を指標としております。当該取締役
の役位に応じた標準賞与額を指標の達成度に応じて調整した金額を算出いたします。
当社では、賞与は配当や内部留保とともに、その本質は会社利益の配分であるとの考え方から、その

支給の可否および上記により算出した支給額の合計について毎年の株主総会に諮っております。

＜株式報酬型ストックオプション＞
株式報酬型ストックオプションは、株主の皆さまと株価変動のメリットとリスクを共有し、中長期的

な業績向上および企業価値向上に向けた動機付けをより高めることを目的とするものであり、年１回、
当社株式の新株予約権を付与するものです。当該新株予約権の総額は、株主総会の承認を得た額以内と
し、新株予約権の付与数は、役位ならびに付与時の株価水準をもとに算出いたします。また、本制度
は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とす
るものであります。対象者は、グループ全体の年間の営業活動の成果である「連結税金等調整前当期純
利益その他当社が定める経営指標」の達成度に応じて０％〜100％の範囲で権利行使が可能となりま
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す。ストックオプションとしての新株予約権の割当てに際しては、公正価額を基準として定める払込金
額と同額の報酬を取締役に支給するものとし、当該払込金額の払込みに代えて、当該報酬債権をもって
相殺する方法により払込みがなされます。
在任期間を通しての成果に対する報酬との考えから、退任の時に権利行使できる仕組みとします。な

お、付与対象者において、不正や善管注意義務に抵触する行為等があると認められた際には、新株予約
権の全部または一部の行使を制限することがあります。
基本報酬、賞与、株式報酬型ストックオプションの構成割合については、中長期的視点で経営に取り

組むことが重要との考えから、基本報酬の水準と安定性を重視することを基本としつつ、単年度業績の
向上を目的とし、取締役の基本報酬に対する賞与および株式報酬型ストックオプションの構成比は、そ
れぞれ最大３割程度および最大２割程度とします。

b.社外取締役・監査役
業務執行から独立した立場で職務に当たる社外取締役および監査役の報酬は、「基本報酬」、すなわち、

それらの職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬のみで構成されております。社外取締役につ
いては、上記a.＜基本報酬＞に記載の株主総会決議により定めた年額の範囲内、かつ一般的な水準を考慮
して当社が予め定めた金額の範囲内で決定しております。監査役については、株主総会決議により定めた
年額の範囲内において、監査役間の協議により決定しております。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個別の報酬額については、代表取締役社長社長執行役員である足立正親氏がその具体的内容の決

定について委任を受け、「指名・報酬委員会」の検証を経た報酬制度に基づき決定されます。代表取締役社
長社長執行役員にその具体的内容の決定を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役
の担当領域の評価を行うには代表取締役社長社長執行役員が最も適しているからであります。当該手続を経
て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると
判断しております。
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取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）

対象となる役員の
員数（名）基本報酬

業績連動報酬等

賞与
株式報酬型

ストックオプション
（非金銭報酬等）

取締役
（うち社外取締役）

317
（39）

241
（39）

59
（―）

16
（―）

8
（4）

監査役
（うち社外監査役）

105
（55）

105
（55）

―
（―）

―
（―）

5
（3）

（注）1. 業績連動報酬等は、「連結税金等調整前当期純利益」を業績指標として用いることとしております。これは、グループ全体の年
間の営業活動の成果を表す数値として適切と考えるためであります。当該業績連動報酬の額の算定方法は、上記「取締役およ
び監査役の報酬等の内容に係る決定方針に係る事項②各報酬制度の内容a.代表取締役・業務執行取締役」に記載のとおりです。
なお、当該業績指標の実績は、連結損益計算書に記載のとおりです。

2. 賞与には、当期末の役員賞与引当金を記載しております。
3. 株式報酬型ストックオプションには、ストックオプションとして割り当てた新株予約権に相当する当期費用計上額を記載して

おります。なお、当期中に社外取締役を除く取締役４名に対し、新株予約権50個（普通株式5,000株）を交付いたしました。
当該新株予約権の主な行使条件等については、上記「取締役および監査役の報酬等の内容に係る決定方針に係る事項②各報酬
制度の内容a.代表取締役・業務執行取締役」に記載のとおりです。なお、業績指標である「連結税金等調整前当期純利益」の
実績は、連結損益計算書に記載のとおりとなったため、当該新株予約権の権利行使可能個数は、35個（普通株式3,500株）と
なります。

4. 取締役の報酬額は、2007年３月28日開催の第39回定時株主総会において、年額800百万円（以下、「年間報酬枠」といいま
す。）以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は17名です。また、2022年３月29日開催の第54
回定時株主総会において、対象となる取締役（社外取締役を除く）に対し、年間報酬枠の範囲内で、役員報酬として当社株式
の新株予約権を付与する株式報酬型ストックオプション制度を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数
は７名（うち社外取締役は３名）です。

5. 監査役の報酬額は、1998年３月26日開催の第30回定時株主総会において、年額120百万円以内と決議しております。当該定
時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、

被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ず
ることのある損害が填補されます。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、法令に
違反すると認識しながら行った行為等に起因する損害賠償は当該保険契約によっても填補はされません。

当該保険契約の被保険者は当社の取締役および監査役であり、すべての被保険者について、その保険料は会
社負担としており、被保険者の保険料負担はありません。
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（4）社外役員に関する事項
主な活動状況

氏 名 主な活動状況

大澤 善雄
（社外取締役）

当期開催の取締役会13回すべてに出席し、企業経営に係る経験と見識に基づき適宜発言を
行っております。また、「指名・報酬委員会」の委員および「特別委員会」の議長を務め
ており、加えて、それ以外の会議体においても、当該経験と見識に基づき適宜発言を行っ
ております。これらにより、社外取締役として期待される役割を果たしております。

長谷部 敏治
（社外取締役）

当期開催の取締役会13回すべてに出席し、企業経営に係る経験と見識に基づき適宜発言を
行っております。また、「指名・報酬委員会」の委員および「特別委員会」の委員を務め
ており、加えて、それ以外の会議体においても、当該経験と見識に基づき適宜発言を行っ
ております。これらにより、社外取締役として期待される役割を果たしております。

河本 宏子
（社外取締役）

当期開催の取締役会13回すべてに出席し、企業経営に係る経験と見識に基づき適宜発言を
行っております。また、「指名・報酬委員会」の委員および「特別委員会」の委員を務め
ており、加えて、それ以外の会議体においても、当該経験と見識に基づき適宜発言を行っ
ております。これらにより、社外取締役として期待される役割を果たしております。

宮原 さつき
（社外取締役）

当期開催の取締役会13回のうち、就任後に開催された10回すべてに出席し、公認会計士
として培った企業会計に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。また、「特
別委員会」の委員を務めており、加えて、それ以外の会議体においても、当該経験と見識
に基づき適宜発言を行っております。これらにより、社外取締役として期待される役割を
果たしております。

橋本 巌
（社外監査役）

当期開催の取締役会13回すべて、また、当期開催の監査役会16回すべてに出席し、企業
経営に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。

鈴木 清純
（社外監査役）

当期開催の取締役会13回すべて、また、当期開催の監査役会16回すべてに出席し、法務
業務に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。

長谷川 茂男
（社外監査役）

当期開催の取締役会13回すべて、また、当期開催の監査役会16回すべてに出席し、公認
会計士として培った企業会計に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。
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連結貸借対照表 （単位：百万円
百万円未満切捨）

科 目
当 期

(2 0 2 5 年
12月31日現在)

（ご参考）前 期
(2 0 2 4 年
12月31日現在)

■ 資産の部
流動資産 339,646 332,185

現金及び預金 159,573 109,226
受取手形、売掛金及び契約資産 126,624 119,016
有価証券 500 1,500
商品及び製品 39,681 41,423
仕掛品 217 444
原材料及び貯蔵品 463 459
短期貸付金 − 50,010
その他 12,641 10,132
貸倒引当金 △55 △28

固定資産 224,780 192,406
有形固定資産 86,797 88,101
建物及び構築物 43,549 45,801
機械装置及び運搬具 51 58
工具、器具及び備品 4,429 4,411
レンタル資産 7,365 6,980
土地 28,154 28,359
リース資産 1 1
建設仮勘定 3,246 2,488

無形固定資産 51,961 49,033
ソフトウエア 14,087 7,709
のれん 20,774 22,637
顧客関連資産 16,799 18,384
施設利用権 299 300
その他 0 1

投資その他の資産 86,021 55,271
投資有価証券 21,971 17,771
退職給付に係る資産 55,930 29,842
繰延税金資産 302 478
差入保証金 2,730 3,003
その他 5,363 4,374
貸倒引当金 △276 △199
資産合計 564,426 524,591

科 目
当 期

(2 0 2 5 年
12月31日現在)

（ご参考）前 期
(2 0 2 4 年
12月31日現在)

■ 負債の部
流動負債 125,081 123,539

支払手形及び買掛金 52,125 50,124
短期借入金 1,100 1,100
１年内返済予定の長期借入金 209 209
リース債務 142 160
未払費用 17,652 17,029
未払法人税等 10,170 12,126
未払消費税等 7,182 6,914
賞与引当金 3,588 3,816
役員賞与引当金 140 128
製品保証引当金 196 224
受注損失引当金 123 64
その他 32,448 31,640

固定負債 25,530 17,350
長期借入金 1,489 1,699
リース債務 219 335
永年勤続慰労引当金 784 796
退職給付に係る負債 6,915 7,409
繰延税金負債 13,764 4,699
その他 2,357 2,410
負債合計 150,612 140,889

■ 純資産の部
株主資本 361,696 347,637
資本金 73,303 73,303
資本剰余金 82,710 82,710
利益剰余金 226,048 200,928
自己株式 △20,365 △9,303

その他の包括利益累計額 51,089 35,128
その他有価証券評価差額金 9,049 6,954
繰延ヘッジ損益 166 86
為替換算調整勘定 475 508
退職給付に係る調整累計額 41,398 27,578

新株予約権 112 86
非支配株主持分 917 849

純資産合計 413,814 383,701
負債純資産合計 564,426 524,591
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連結損益計算書 （単位：百万円
百万円未満切捨）

科 目
当 期

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

（ご参考）前 期
（2024

2024
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

売上高 679,799 653,919
売上原価 462,103 443,072
売上総利益 217,695 210,847
販売費及び一般管理費 159,507 157,723
営業利益 58,188 53,123
営業外収益 2,139 1,768
受取利息 457 374
受取配当金 329 402
受取保険金 477 455
投資事業組合運用益 475 105
為替差益 68 200
その他 331 229

営業外費用 488 497
支払利息 71 75
投資事業組合管理費用 203 188
自己株式取得費用 5 53
その他 207 179

経常利益 59,839 54,393
特別利益 1,706 2,910
固定資産売却益 0 2
投資有価証券売却益 1,705 22
関係会社株式売却益 − 2,876
その他 − 9

特別損失 915 156
固定資産除売却損 139 156
減損損失 494 −
投資有価証券売却損 226 −
投資有価証券評価損 40 −
その他 13 0

税金等調整前当期純利益 60,630 57,148
法人税、住民税及び事業税 17,969 17,452
法人税等調整額 1,117 292
当期純利益 41,544 39,403
非支配株主に帰属する当期純利益 85 88
親会社株主に帰属する当期純利益 41,458 39,315
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第58期事業年度におけるキヤノンマーケティングジャパン株
式会社の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の
とおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締
役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門そ
の他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしま
した。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

②取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業
集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③親会社との取引に関する、事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判
断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報
告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した
事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項
は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年2月6日 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 監査役会
常勤監査役 濱 田 史 朗 ㊞
常勤監査役 橋 本 圭 弘 ㊞
常勤監査役（社外監査役） 橋 本 巌 ㊞
常勤監査役（社外監査役） 鈴 木 清 純 ㊞
監 査 役（社外監査役） 長谷川 茂 男 ㊞

以 上
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コミュニケーション活動のご案内
ウェブサイトのご案内

当社では、株主・投資家の皆さま向けの「投資家向け情報」
ウェブサイトにて、経営方針、財務データ、IR資料、統合報
告書、株式情報等を掲載しています。
個人投資家の皆さまに向けたコンテンツもご用意していま

す。会社説明会等のイベント情報もご案内していますので、
ぜひご覧ください。

メールマガジン配信
IR情報をはじめプレスリリースやセミナー等のさまざまな

情報をお送りしています。「投資家向け情報」のトップペー
ジよりご登録ください。

個人投資家向けの活動
2025年は、会社説明会を計2回実施（オンライン開催1

回、リアル開催1回）いたしました。また、マーケット・経
済専門のテレビ・オンデマンド放送に出演し、当社の成長戦
略やパーパス等についてご紹介しました。
これからも個人投資家の皆さまと対話する機会をできるだ

け多く作りたいと考えております。今後の予定については、
随時ウェブサイトに掲載してまいります。

株主さまへのご案内
・介助または通訳（手話通訳を含みます。）が必要な株主さまは、介助者または通訳者を同伴して入場が可能ですので、ご希望の
場合は、当日受付にてお申し出ください。

・車椅子にてご来場の株主さまには、会場内に専用のスペースを設けております。

株式のご案内
■事業年度 毎年1月1日から12月31日まで
■定時株主総会 毎年3月
■上記基準日 毎年12月31日
■配当金受領 期末配当金 毎年12月31日
株主確定日 中間配当金 毎年 6月30日

■株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社

■同事務取扱場所 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
■特別口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社
■単元株式数 100株
■公告方法 電子公告

ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない
場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
〈公告掲載の当社ウェブサイト〉
canon.jp/8060-ir

■上場取引所 東京証券取引所（プライム市場）
■証券コード 8060

株式に関する各種手続きのお問い合わせ先

● 証券会社にて株式を管理されている場合は、お取引先の証
券会社へお問い合わせください。
＊ただし、未払配当金の支払い、支払明細発行については、株主名簿管理
人（みずほ信託銀行）【電話（0120）288−324（フリーダイヤル）】へ
お問い合わせください。

● 証券会社にて株式を管理されていない場合は、以下へお問
い合わせください。
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話（0120）288−324（フリーダイヤル）

canon.jp/8060-ir


本社：〒108-8011 東京都港区港南二丁目16番6号／電話（03）6719－9111
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キヤノン S タワー

徒歩経路

株主総会会場ご案内略図

■ 会 場 東京都港区港南二丁目16番６号
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
本社ビル「キヤノン S タワー」 ３階「キヤノンホール S」

■ 交通のご案内 Ｊ Ｒ 品川駅 下車 徒歩約８分
京浜急行 品川駅 下車 徒歩約10分

キヤノン S タワー内には駐車場の用意はいたし
ておりませんので、お車でのご来場はご遠慮く
ださいますようお願いいたします。

お土産はご用意しておりません。
何卒ご理解くださいますよう
お願い申しあげます。


